
　公 募 公 告 

 

 令和７年１２月１９日

 

 高松高等検察庁検事長　瀬　戸　　　毅　　　　　　

( 公 印 省 略  )

 

 　下記のとおり公告に付します。

 記

 １　公募に付する事項

 令和８・９・１０年度国内出張チケット手配等業務

 ２　公募に参加する者に必要な資格及び条件等

 ⑴　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。

　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要

 な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

 ⑵　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

⑶　令和７・８・９年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」

において、Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格

 を有する者であること。

 ⑷　仕様書に掲げる条件を満たす者であること。

⑸　次に掲げる要件を満たすこと及び将来的に当該要件に反することはない旨

誓約し、契約期間中に誓約が虚偽であることが判明し、又は反することとな

った場合、契約を解除されても異議を申し立てない旨の誓約書を提出するこ

 と。

ア　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である

場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以

下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平

成３年法律第７７号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

 ではないこと。

イ　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

 ている者ではないこと。

ウ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若し

 くは関与している者ではないこと。

エ　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利

 用するなどしている者ではないこと。



オ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

 いる者ではないこと。

カ　暴力団又は暴力団員及び上記イからオまでに定める者の依頼を受けて公

 募に参加しようとする者でないこと。

⑹　提出書類を下記５ の期限までに提出しない者は、参加できないものとす

 る。

 ３　本件仕様書の問合せ先

 高松市丸の内１番１号　高松法務合同庁舎５階

 高松高等検察庁会計課用度係

 電話０８７－８２５－２００１（直通）

 ４　公募説明書の配布期間及び配布場所

 ⑴　配布期間

 　令和７年１２月１９日（金）から令和８年年１月２３日（金）まで

 　なお、配布時間は、

平日　  午前９時００分から午後零時００分まで

 午後１時００分から午後５時００分まで

 である。

 ⑵　　配布場所

 ア　高松市丸の内１番１号　高松法務合同庁舎５階

 　　高松高等検察庁会計課

 イ　電子調達システム

 ５　応募書類の提出期限及び提出場所

 ⑴　提出期限　令和８年１月２３日（金）午後５時００分まで

 ⑵　提出場所　高松市丸の内１番１号　高松法務合同庁舎５階

 高松高等検察庁会計課用度係

 ⑶　提出書類

ア　令和８・９・１０年度国内出張チケット手配等業務の申込みについて　

 １部

 イ　適合証明書　１部

 ウ　業務提案書　１部

エ　令和７・８・９年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）に係る資格

 審査結果通知書の写し　１部

 オ　誓約書　１部

 カ　委任状（必要な場合）　１部

キ　以下に掲げるワークライフバランス等の推進に関する指標に係る評価基

準の認定等評価対象となる認定等を受けている場合は、以下の認定等を証

 する書類の写し　１部

　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍



推進法」という。）の規定に基づく認定（通称「えるぼし認定」、「プラ

チナえるぼし認定」）に関する基準適合一般事業主認定通知書 

　「次世代育成支援対策推進法」（以下「次世代法」という。）の規定に

基づく認定（通称「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」又は「ト

ライくるみん認定」）に関する基準適合一般事業主認定通知書 

　「青少年の雇用の促進等に関する法律」の規定に基づく認定（通称「ユ

ースエール認定」）に関する基準適合一般事業主認定通知書 

 　女性活躍推進法、次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届

 ６　選定方法

　提出された適合証明書の全項目に適合した全ての者の中で、業務提案書を基

 に、当庁内の基準にて採点し、得点の高い者を契約相手方として選定する。

　なお、適合証明書の内容が契約期間中に虚偽であること、又は履行されてい

 ないことが判明した場合、契約解除とする場合がある。

 ７　提出書類の無効

 　本公告に示した資格のない者が提出した書類は無効とする。

 ８　その他

 　仕様及び契約内容の詳細については、企画公募説明書による。


